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（研究用消耗品⑤実験用小物の購入（単価契約）） 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

令和２年１２月 
 

 

 
 

 

国立研究開発法人国立環境研究所 
  



当研究所の一般競争に係る入札公告（令和２年１２月１８日付）に基づく入札については、関係
法令に定めるもののほか、この入札説明書による。 
 
１．競争入札に付する事項 
 （１）件 名 研究用消耗品⑤実験用小物の購入（単価契約） 
 （２）調達案件の仕様等 仕様書のとおり 
 （３）契 約 期 間 契約締結日から令和４年３月３１日まで 
 （４）履 行 場 所 仕様書のとおり 
 （５）入 札 保 証 金 免除 
 （６）契 約 保 証 金 免除 
 
２．競争参加資格 
 （１）平成３１・３２・３３年度又は令和１・２・３年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）

の「物品の販売」において、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている
者であること。 

 （２）国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第５条の規定に該当しない者であるこ
と。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て
いる者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

 （３）国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第６条の規定に該当しない者であるこ
と。 

 （４）契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 
 （５）入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 
 
３．入札心得 
 （１）入札者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ入札すること。 
 （２）入札者は、仕様書について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 
 （３）入札者は、契約者等から参考見積書の書類に関する説明を求められた場合は、開札日の前

日までに自己の負担において完全な説明をしなければならない。 
 （４）入札後、仕様書について不明等を理由として異議を申し立てることはできない。 
 
４．入札説明書等に対する質問 
 （１）入札説明書に対する質問がある場合おいては、次に従い、書面（様式は自由）により提出

すること。 
   ①受領期間：令和２年１２月１８日（金）から令和２年１２月２５日（金）まで。 
         持参する場合は、１０時００分から１７時００分まで。 
   ②提出場所：〒３０５－８５０６ 

      茨城県つくば市小野川１６－２ 
      国立研究開発法人国立環境研究所総務部会計課契約第一係  村上 

   ③提出方法：書面は持参、又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間 
必着とする。）により提出する。電子データで提出する場合はワードもしく 
はエクセルで作成したものを以下の送付先宛に提出すること。 
（データの送付先: chotatsu@nies.go.jp） 

 （２）（１）の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 
①閲覧期間：令和３年１月１３日（水）１０時００分から 

令和３年１月２５日（月）１５時１５分まで。 
   ②閲覧場所：（１）②及び当研究所ＨＰ  
 （３）（１）の質問がない場合、（２）については行わないものとする。 
 
５．参考見積書の提出場所等 
 （１）「研究用消耗品⑤実験用小物の購入（単価契約）」に関して、参考見積書及び参考見積

書内訳書を次に従い提出すること。なお、参考見積内訳書は可能な限り詳細に記載する
ものとし、内訳書の全ての単価（単価を示すことができないものについては、その価格）
について、その単価を証明する書類を添付すること。 

 （２）提出期限：令和３年１月１８日（月）１７時００分（厳守） 
 （３）提出場所：茨城県つくば市小野川１６－２ 
         国立研究開発法人国立環境研究所総務部会計課契約第一係 村上 
 （４）提出方法：書面は持参し、又は郵送（書留郵便に限り、受領期間必着とする。）すること

により提出するものとし、原則電送によるものは受け付けないが、これにより
がたい場合は本入札説明書７．まで連絡をすること。 

 （５）提出された参考見積書による本競争参加の可否については、次の期間までに連絡をする。 
    期  間：令和３年１月２０日（水）１７時００分まで。 



 
６．入札及び開札の日時及び場所 
 令和３年１月２５日（月）１５時１５分 
 国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1 階 第１会議室 
 
７．問合せ先 
  国立研究開発法人 国立環境研究所 総務部会計課契約第一係 村上 
 ＴＥＬ ０２９－８５０－２３２１ 
  ＦＡＸ ０２９－８５０－２３８８ 
 
８．入札及び開札 

 （１）入札書（別紙１）には、入札参加者の住所、氏名を記入のうえ押印し、金額の記入はアラ

ビア数字を用いて鮮明に記載すること。また、郵送による提出の際は入札書に入札回数（第

○回）を記載すること。 

 （２）入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、
日本国通貨による表示に限るものとする。 

 （３）入札金額については、１．（１）の調達物品に関する一切の費用を含めた合計額に係る金

額を見積もるものとする。 

 （４）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。）

をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札書に記載するものとする。 

（５）入札書は、別紙の書式により作成し、封かんのうえ持参又は郵送により提出するものとす

る。なお、電送等その他の方法による入札は認めない。 
入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び

開札日時を記載して入札箱に投入すること。 
（６）新型コロナウイルスによる感染症（COVID-19) の感染拡大防止のため、当面の間郵送によ

る入札書の提出は当面の間３通まで認めることとする。 

入札書を郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、

中封筒に入札参加者の入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時並びに入札回数
（○回目）を記載して書留郵便（配達証明付）により、次に従い郵送すること。 

   ①提出期限：入札及び開札の前日（※）１７時００分。 

   ※土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日）を除く。 

   ②提出場所：本入札説明書５．（３）と同じ 

 （７）入札参加者は、入札書を提出する際には、本入札説明書２．（１）の競争参加資格を有す

ることを証明する書類を提出すること。 

 （８）入札参加者は、代理人又は復代理人（以下「代理人等」という。）をして入札させるとき

は、その委任状（別紙２、３）を持参させなければならない。 

 （９）入札参加者又はその代理人等は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることがで

きない。 

 （10）提出済の入札書は、その事由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消しを行うことが

できない。 

（11）開札は、入札参加者の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人等が開札場所に出

席しないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会させて開札する。この場合、異議の

申し立てはできない。 

 （12）入札参加者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできな

い。 

 （13）入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行するこ

とができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を

延期し、若しくは取りやめることがある。 
 
９．入札の無効 
    次の各号に該当する入札書は無効とする。 

 （１）競争に参加する資格を有しない者の提出した入札書 

 （２）委任状を持参しない代理人等の提出した入札書 



 （３）記名押印（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることが

できる。）を欠いた入札書 

 （４）入札金額の記載が不明確な入札書 

 （５）入札金額の記載を訂正した入札書 

 （６）誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書 

 （７）明らかに連合によると認められる入札書 

 （８）同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人等を兼ねた者の入札書 

 （９）同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が二通以上の入札書を提出した場

合 

 （10）その他の入札に関する条件に違反した入札書 

 

１０．落札の決定 
本入札説明書２の競争参加資格及び仕様書等の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が

国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第１３条の規定に基づいて作成された予定価格

の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべ

き者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあ

ると認められるとき又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ

れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札

した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 
 

１１．再度入札 

開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いとき

は、直ちに再度の入札を行う。なお、再度入札の回数は原則として２回を限度とする。 

ただし、郵便による入札を行い、開札当日に入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しな

い場合においては、入札書の提出数以降の再度入札による入札に参加できないため注意すること。 
 

１２．同価格の入札が２人以上ある場合の落札者の決定 

 （１）落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入札をした
者にくじを引かせて落札者を決定する。 

 （２）前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるとき又は、直接く

じを引くことができないときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引
かせる。 

 

１３．落札内訳書の提出 
 （１）落札者は、落札者の決定後すみやかに落札額に応じた内訳書を提出すること。なお、内

訳書は可能な限り詳細に記載するものとし、内訳書の全ての単価（単価を示すことができ

ないものについては、その価格）についてその単価を証明する書類を添付すること。 

 （２）内訳書の様式は自由とする。 

 （３）内訳書は返却しない。 

 
１４．契約書等の提出 

 （１）契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者等から交付された契約書の案

（別紙４）に記名押印し、速やかにこれを契約担当者等に提出しなければならない。 
 （２）契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。 

 （３）契約担当者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しない

ものとする。 

 

１５．契約者の氏名 

国立研究開発法人国立環境研究所 

       理事長  渡辺 知保 

 
１６．その他 
  (１) 契約情報の公表について 

      ① 落札及び随意契約の公表 
     契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のＨＰにおいて公表する。 



      ② 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に基づく公表 

          独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針

(平成 22年 12月 7日閣議決定）」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契

約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、

情報を公開するなどの取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当

法人との関係に係る情報を当法人のＨＰで公表することとするので、所要の情報の当法人

への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただ
くようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものと

みなすこととする。 

          1) 公表の対象となる契約先 

        次のいずれにも該当する契約先 

            ア．当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上

の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していること 

              イ．当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めている

こと 
     2) 公表する情報 

上記に該当する契約先との契約（予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水

料の支出に係る契約等は対象外）について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び
数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 

              ア．前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名 

              イ．当法人との間の取引高 
              ウ．総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のい

ずれかに該当する旨 

                ・３分の１以上２分の１未満 

                  ・２分の１以上３分の２未満 
                  ・３分の２以上 

       エ．一者応札又は一者応募である場合はその旨 
     3) 提供を求める情報 

       ア．契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名

及び当法人における最終職名） 

              イ．直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高 
          4) 公表の時期 

契約締結日の翌日から起算して原則７２日以内(４月中に締結した契約については
原則９３日以内) 

  



（別紙１） 
 

 

 

 

入  札  書 

 

 

 

 

金額                                    円 
別添内訳の総計を記載 

 

（内 訳） 
別添のとおり。 

 

 
件名 研究用消耗品⑤実験用小物の購入（単価契約） 

  

            
    

上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。 

御採用のうえは確実に履行いたします。 

なお、入札説明書別紙５の暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。 
 

 

 
  年  月  日 

 

 
 

                                住     所 

                                商号又は名称                                 
                                役 職 ・ 氏 名                          
 

 

 
国立研究開発法人国立環境研究所 

理事長  殿 
  



番号 中分類 小分類 品名 品番等 数量 単価(税抜） 金額(税抜）

1 ⑤実験用小物 ガラス製品 ガラスインサート 1030-46640　100本　GLサイエンス　0.3ml 10 0

2 1030-51101 1 0

3 1030-17211　0.2ｍｌ　 1 0

4 5183-2088　0.15ml　脚付　100入　 2 0

5 スプーン・へら・スパーテル ラボランミクロスパーテル 9-891-06　180mm  丸太　 1 0

6 9-890-03　180mm  1 0

7 9-891-03　180mm  1 0

8 スポイト・ピペッター DNAインジェクションピペット　 TPC　TIP-DNA(LIC-OD1)10本入　ナカメディカル 2 0

9 シリコンピペッター 6-359-02　50ml 2 0

10 パスツールピペット CS-PAS-93P　230mm綿栓付き　250本×4箱　 15 0

11 1-9348-22　2ml  4 0

12 IK-PAS-9P 1000入 2 0

13 IK-PAS-9P(73-0002)　1000本　IWAKI　 2 0

14 IK-PAS-5P 1000入 2 0

15 IK-PAS-9P 200本入　9インチ　 1 0

16 ビオラモディスポピペット 1-2247-14　10ml  3 0

17 2-4131-04　10ml  4 0

18 1-2247-01　1ml  1 0

19 5ml  2-4131-03 6 0

20 50ml  1-2247-06　 1 0

21 ピペットマン P-10 1 0

22 P-1000 3 0

23 P-200 1 0

24 ピペットマンL　P2L FA10001P 5 0

25 ピペットマンL　P10mLL FA10008 5 0

26 ピペットマンL　P10L FA10002P 5 0

27 ピペットマンL　P100L FA10004P 5 0

28 ホウケイ酸ガラスパスツールピペット Fisher Scientific　13-678-8B　1000本 2 0

29 ホールディングピペット SHP-70S-30　10本入　 Sunlight Medical 2 0

30 ホールピペット 73-0335　25ml　ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄﾞ 柴田科学 1 0

31 SG 0.5ml 020030-05A 5 0

32 SG 1ml 020030-1A 10 0

33 SG 2ml 020030-2A 15 0

34 駒込ピペット サンプラテック　10ML　1193 1 0

35 1-8576-05　アズワン 10ml 1 0

36 1-8576-04　アズワン 5ml 1 0

37 サンプラテック　20ML　1194　 1 0

38 ピンセット・精密ピンセット MEISTERピンセット 2-8028-20　No.F　F-SA  1 0

39 ステンレスピンセット 5-5658-01　165mm  2 0

40 6-531-03　180mm  8 0

41 ANEX 　No.125 12 0

42 NO.2 155mm No.2（B.S）5-5658-02 2 0

43 トラスコ中山　TSP-26 5 0

44 切手用　TSP-32 100 0

45 6-531-12　125mm  4 0

46 3-6681-04　611SA　 2 0

47 プラスチックピンセット 7-159-01　POM(ポリアセタール)No.1　アズワン　 4 0

48 先曲りピンセット 91-1306 125mm 5 0

49 先細無鈎ピンセット直型 直型（ステンレス製） A-5 110mm 3 0

50 ピンセット　 0-7845-03 5 0

51 13ステンレス精密ピンセット GS 5-5659-03 5 0

52 ポリ袋・真空パック グリーンエコポリ袋　 61-3317-22　厚み0.05×45L10枚入透明 2 0

53 ジップロック イージージッパー　L　32枚入 3 0

54 ストックバック　L　16枚入 10 0

55 フリーザーバックS　20枚入 1 0

56 三商　93-2352　730ml　スクリューロック 25 0

57 フリーザーパックL　12枚入　ケニス　3-342-060　 6 0

58 フリーザーバックS　20枚入 10 0

59 フリーザーパックM　18枚入　ケニス　3-342-061　 4 0

60 ストックバック　M　16枚入 10 0

61 イージージッパー　M　30枚入 5 0

62 イージージッパー　L　20枚入 2 0

63 ストックバッグL　14枚入 5 0

64 イージージッパー　L　20枚入 2 0

65 ストックL 3 0

66 ストックM 3 0

67 チャック付ポリエチレン袋 ユニパック　B-4　300枚入 1 0

68 チャック付ポリ袋 365-238　100×70 100枚 2 0

69 ニューポリ袋 No.13 100入 1 0

70 福助工業03No.13紐付100枚/袋 10 0

71 フリーザーバッグ L10枚入　1-8062-21 2 0

72 M16枚入　1-8062-22 2 0

73 ジップロックL10枚入 2 0

74 ジップロックL30枚入 7 0

75 ジップロックM16枚入 7 0

76 ジップロックM45枚入 7 0

77 ジップロックS 3 0

78 ジップロックS18枚入 18 0

79 ジップロックダブルジッパーLサイズ24枚入 12 0

80 業務用ジップロックＭ120枚入×3箱 1 0

81 ポリエチレン収集袋 1-9907-06　45L　J5453T　 2 0

82 半透明　30L 1-9907-01 2 0

83 ポリエチレン袋 0.03×300×450 2 0

84 ポリ袋 0.06㎜×200㎜×300㎜50枚入 3 0

85 20L10枚入透明 2 0

86 45L透明10枚入 1 0

87 PP-N20-10 5 0

88 ユニパック 0.08㎜MARK-8C 1 0

89 0.08㎜MARK-8D 1 0

90 0.08㎜MARK-8E 1 0

91 E-4　200枚入　100×140　0.04㎜　6-633-05 59 0

92 E-8　200枚入　100×140　0.08㎜　6-633-17 15 0

93 F-4　100枚入　120×170　0.04㎜　6-633-06 41 0

94 G-4　100枚入　140×200　0.04㎜　6-633-07 22 0

95 G-8　100枚入　140×200　0.08㎜　6-633-19 10 0

96 H-4　100枚入　170×240　0.04㎜ 41 0

97 I-4　100枚入　200×280　0.04㎜ 26 0

98 J-8　100枚入　240×340　0.08㎜ 14 0

99 K-8　100枚入　280×400　0.08㎜　6-633-24 17 0

100 L-8　100枚入　340×480　0.08㎜ 7 0



番号 中分類 小分類 品名 品番等 数量 単価(税抜） 金額(税抜）

101 A-4　300枚入　50×70　0.04㎜　6-633-01 14 0

102 B-4　300枚入　60×85　0.04㎜ 9 0

103 C-4　200枚入　70×100　0.04㎜ 17 0

104 C-8　200枚入　70×100　0.08㎜ 7 0

105 A-8 2 0

106 B-8　200枚入 9 0

107 D-4　200枚入 32 0

108 D-8 7 0

109 F-8　100枚入　6-633-18 11 0

110 H-8　100枚入　170×240　0.08㎜ 21 0

111 I-8　100枚入　200×280 0.08㎜ 15 0

112 J-4　100枚入 27 0

113 K-4　100枚入 22 0

114 L-4　100枚入 38 0

115 MARK-A 1 0

116 MARK-C　200枚入　6-635-03 13 0

117 MARK-C　200枚入　70X100㎜　セイニチ　 2 0

118 MARK-D 3 0

119 MARK-G　100枚 1 0

120 SL-4　100枚入　6-633-23 6 0

121 E-5　8-3330-01　UVカット 1 0

122 セイニチ　A4チャック下70×袋巾50㎜300枚入 1 0

123 ユニパックカラー半透明 G-4黄　200×140×0.04㎜ 8 0

124 ラミジップ AL-10　1-6541-02　50枚入 5 0

125 AL-12　1-6541-03 3 0

126 AL-14　1-6541-04 5 0

127 AL-34L　1-6541-06 3 0

128 AL-9 1-6541-01 6 0

129 ハイパック S-21　5-068-22 10 0

130 S-31　5-068-25 10 0

131 業務用ポリ袋 A-0045　002-4139　透明45L 4 0

132 A-0240　240L5枚入　 3 0

133 業務用ポリ袋　黄色半透明 G-22 　日本サニパック45L 1パック10枚入 25 0

134 保存用ポリ袋 日本サニパックU-17／M 350×250×0.02 1 0

135 ポリバッグ規格袋　13号 アズワン　1-8279-13 2 0

136 ニューポリ袋　03　No.13　紐付 福助工業  100枚/袋 10 0

137 ラック・スタンド・ホルダー ニューサンプルホルダー 蓋  SF-36型  3-2211-23 24 0

138 ピペットスタンド エッペンドルフ　1-7393-11　 5 0

139 ギルソン　回転式 7本掛 5 0

140 遠沈管ラック 30ml用25本立て#2750 10 0

141 5ml、15ml用2715 1入 2 0

142 H1013　1-8535-01 6 0

143 遠沈管用折りたたみラック 1-3240-01　ブルー 2 0

144 1-3240-02　ピンク 2 0

145 遠沈管用発泡ラック 14-3011-5　15ml×50本立　三商 34 0

146 回転ピペットスタンド-2 3116 000.015　 2 0

147 ラップ・アルミホイル アルミホイル 厚型25 2 0

148 三菱30cm×50m 2 0

149 30㎝×50m　20本入 7 0

150 6-713-07　厚形50マイホイル業務用30cm x 50m　ASONE 3 0

151 1-1520-02　250mm×11um×16m　アズワン 3 0

152 1-1520-03　300mm×13μm×25m　アズワン 8 0

153 ジャンボ100　6-713-03 1 0

154 ジャンボ25　6-713-01 5 0

155 ジャンボ50　6-713-02　300mm×12μm×50m　 30 0

156 厚形25　6-713-06　アズワン　 10 0

157 パラフィルム 2” 6-711-02 1 0

158 4インチ×125フィート 2 0

159 6-711-01 1 0

160 ラップ サランラップ15cm×20m　1-8063-03 15 0

161 サランラップ15cm×50m 1 0

162 サランラップ22cm×20m 1 0

163 サランラップ30cm x 20m　 6-718-01 44 0

164 サランラップ30cm×50m　1-8063-01 40 0

165 旭化成サランラップレギュラー30cm×20m215-732 1 0

166 業務用サランラップ30cm×50m 5 0

167 業務用サランラップW15cm×50m巻1550N 5 0

168 NEWポリラップ 30×100m 30本入 3 0

169 三菱ホイル 30cm×50m 15 0

170 三菱ホイルタフ　業務用 品番70118 規格17um 30cm×50m 12本入 3 0

171 ワイパー・テープ・ラベル JKワイパー 6-6688-01　150-S  36箱入  3 0

172 ビニールテープ ヤマト No.200-19-20 19m×20M 赤　 5 0

173 ビニールテープ ヤマト No.200-19-1 19m×20M 黄　 5 0

174 ビニールテープ ヤマト No.200-19-5 19m×20M  白 5 0

175 工具類 7200QTOF用EIフィラメント G7005-60061 2 0

176 GC/MS QP2010用フィラメント 225-10340-91 3 0

177 フィラメント G7005-60061 2 0

178 栓・キャップ オープントップクリンプキャップ 1030-42412　20-ACB　500入 3 0

179 キャップ KC-2　黒　50入 84-1627 14 0

180 ゴム栓 0717041209　液状用TFライナー　大　25個入　東京硝子　 2 0

181 19311404　8A　3入　 1 0

182 309018　62-9979-19　凍結乾燥用・Bタイプ　大　25個入　 10 0

183 シリコン栓　 6-336-14　14号 3 0

184 No.13 1 0

185 61-9432-52　28号　 3 0

186 6-336-01　1号　 2 0

187 6-336-02　2号   2 0

188 6-336-03　3号   2 0

189 6-336-04　4号　 5 0

190 6-336-07　7号　 30 0

191 6-336-10　10号　 41 0

192 6-336-13　No.13　 7 0

193 6-336-17　17号　上径49×下径43×高さ42㎜　 2 0

194 94-2260　No，30　　上90ｘ下84ｘ高さ45 3 0

195 6-336-03　3号　 8 0

196 94-2231　No.1　15×10×25mm 2 0

197 94-2232　No.2　17×13×25mm 2 0

198 94-2234　4号　三商　　 5 0

199 スクリューキャップ 1030-45260（5182-0723） 3 0

200 5185-5820 1 0



番号 中分類 小分類 品名 品番等 数量 単価(税抜） 金額(税抜）

201 1030-27301　8mm  クロ　100入　  19 0

202 1030-45274（5183-2077） 12 0

203 1030-45296（5185-5862） 4 0

204 1030-51202（5183-4442） 20 0

205 1030-51218（5185-5823） 5 0

206 1030-61228 1 0

207 C5000-55B  National 5 0

208 1030-45264（5182-0720 ）　セプタム付C5000-54B 35 0

209 バイアルびん用ゴム栓 VCG-20  1-4884-02 2 0

210 アルミキャップ　5-112-03　100個 451 0

211 アルミキャップ　No.20-OFF　100個 5 0

212 アルミキャップ　5-112-03　No2～8用　 100 0

213 スタンダード　1306-03　No.20-S 655 0

214 スタンダード　5-112-01 100 0

215 スタンダード　5-112-01　No2～8用　 450 0

216 1306-07　凍結乾燥用 No.2～8用 1,250 0

217 バイアルびん用ブチルゴム栓 №20-S 50個入 マルエム 7 0

218 ラボランシリコン栓 6-336-19　19号　 10 0

219 ラボラン赤ゴム栓 9-861-03　11個　アズワン　 3 0

220 液状用ゴム栓 ブチルゴム　大　25入　 309002 6 0

221 極小シリコン栓 1-9662-02　S-8　10入  1 0

222 穴付きシリコン栓 1-7650-01　8号　 4 0

223 1-7650-03　10号　 2 0

224 赤ゴム栓 No.24 9 0

225 94-0678　三商　　 3 0

226 61-9432-61　24号　アズワン　 4 0

227 凍結ゴム栓 №20-T 50個入 マルエム 69 0

228 凍結乾燥用ゴム栓 ブチルB（大）　NEG84-1972-3　25個 5 0

229 309014　(ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ栓) 特大 25個入  日電理化 1 0

合計額（税抜）（入札金額） 0



＜ 記 入 例 ＞ 
 

 

 

 

入  札  書 

 

 

 
金額                                    円 

別添内訳の総計を記載 

 

（内 訳） 
別添のとおり。 

 
 
 
 

件名 △△△△△△△△△△△△△△△業務 
 
 
 

上記金額をもって、貴所入札説明書承諾の上、入札します。 

御採用のうえは確実に履行いたします。 

なお、入札説明書別紙５の暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。 

 

 
××年××月××日 

 

 
 

                    住    所  ○○県○○市○○１－２－３ 

 
          商号又は名称  株 式 会 社 △ △ △ △ 

 

           代表者名     代表取締役  □ □ □ □   

                                  
                                   ＜（復）代理人 ◎ ◎ ◎ ◎    ＞ 

※代理人又は復代理人が入札する際は、代表者に代わり代理人                                           

又は復代理人が記名・押印すること。このとき、代表者の押印                             

は不要（委任状には必要）。  

                                

 

 

 
国立研究開発法人国立環境研究所 

理事長  殿 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙２） 
 
                                 年  月  日 
 

 

委  任  状 

 

 

 

   国立研究開発法人国立環境研究所 

             理事長  殿 

 

 
 

                     委任者：住     所                 

                                              商号又は名称                         印 

                                              代 表 者 名                          

 

 

 
  今般、私は、          を代理人と定め、令和２年１２月１８日付公示された国立研
究開発法人国立環境研究所の「研究用消耗品⑤実験用小物の購入（単価契約）」に関し、下記の権
限を委任いたします。 
 
 

   受任者：住     所 
       商号又は名称        

       役 職・氏 名 

 

記 
 

１．本入札に係る一切の権限         
２．１．の事項に係る復代理人を選任すること 

 

代理人使用印 

 
 

 
 

 

 

 



（別紙３） 

 

                                   年  月  日 

 

 

委  任  状 
 

 

 

   国立研究開発法人国立環境研究所 

             理事長  殿 

 

 
 

                     委任者：住     所                 

                                              商号又は名称                         印 

                                              役 職・氏 名                   

  

 

 
  今般、私は、        を復代理人と定め、令和２年１２月１８日付公示された国立研究

開発法人国立環境研究所の「研究用消耗品⑤実験用小物の購入（単価契約）」に関し、下記の権限

を委任いたします。 
 

 

   受任者：住     所 
       商号又は名称        

       役 職・氏 名 

 
記 

 

１．本入札に係る一切の権限 
 

復代理人使用印 

 
 
 
 
 
 
 

  



（別紙４） 
 

契 約 書（案） 

 

 

 国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 渡辺 知保（以下「甲」という。）と、     

                     （以下「乙」という。）と下記物品購入について、

次の条項により契約を締結する。但し、現品を甲の指定する場所に納入（搬入の場合も含む。以下

同じ。）するまでに要する費用は、契約金額中に含むものとする。 

 

記 

 

１．件 名       研究用消耗品⑤実験用小物の購入（単価契約） 

 

２．契 約 金 額       別紙のとおり（消費税額及び地方消費税額を別途加算） 

 

３．契約保証金  免除 

 

（納入場所及び期間） 

第１条 現品の納入場所及び期間は次のとおりとする。 

   場 所   仕様書のとおり 

   期 間   自 契約締結日 至 令和４年３月３１日（木） 

 

（納入検査） 

第２条 乙は、現品を納入するときは、必要事項を甲に通知し、立会のうえ検査を受けなければな

 らない。但し、乙に差支えがあって立会することができない場合は、あらかじめ甲の承諾を得た

 確実な代理人を差し出さなければならない。 

２ 甲は前項の通知を受けたときは、乙から通知を受けた日から 10 日以内に納入検査をするもの

とする。 

３ 納入現品は、すべて甲の指示（仕様書等）のとおりであって、甲が行う検査に合格したもので

 なければならない。 

４ 前各項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。 

 

（所有権の移転及び危険負担） 

第３条 納入現品の所有権は、甲が前条の検査の結果、合格品と認め、検印を押印し、合格品を受

 領して、乙にその受領書を交付したときに移転する。また、受領書が発せられるまでの現品亡失

 毀損等の事故その他一切の責任は、乙の負担とする。但し、甲の故意又は重大な過失によった場

 合は、この限りでない。 

 

（不合格品引取） 

第４条 乙が、甲の施設を利用して第２条の検査を受け、その結果不合格となった現品は、甲が指

 定した期限内に持ち去らなければならない。 

２ 甲は、前項の期限経過後は何時でもその現品を他の場所に運搬し又は第三者に保管を託すこと

 ができる。但し、その費用一切は、乙の負担とする。 

  

（納期の有償延期） 

第５条 乙が、第７条以外の事由によって、第１条の場所及び期限内に合格品の納入ができないと

 きは、乙はその事由を詳記して納入期限内に延期を請求することができる。この場合、甲は特に

 事情止むを得ないものと認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。 



 

（遅滞料） 

第６条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に

 対し、民法（明治２９年法律第８９号）第４０４条で定める法定利率で計算した額とする。 

 

（納期の無償延期） 

第７条 天災地変その他乙の責に帰し難い事由によって、第１条の場所及び期限内に現品の納入が

 できないときは、乙はその事由を詳記して納入期限内に延期を請求することができる。この場合、

 甲はその請求が正当と認めたときは、特に前条の遅滞料を免除して納期の延期を許すことができ

 る。 

 

（契約の解除） 

第８条 甲は、自己都合により、この契約を解除することができる。但し、解除により生ずる損害

 については、第 10 条第２項によることとする。 

２ 次に揚げる事項の一に該当するときは、甲は、催告することなくこの契約を解除することがで

 きる。 

一 第５条及び第７条に規定する外、第 1 条の期限内に合格品の受領を終了しないとき。 

二 乙がこの契約の解除を請求し、その事由が正当なとき。 

三 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 

四 甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、

又は詐欺その他不正行為があると認めたとき。 

五 乙が第 12 条又は第 13 条の規定に違反したとき。 

３ 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除す

ることができる。 

一 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合

 は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場

 合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員に

 よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団

 をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

 であるとき。 

二  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目

 的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

 るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると

 き。 

五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

４ 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告するこ

 となくこの契約を解除することができる。 

一 暴力的な要求行為 

二 法的な責任を超えた不当な要求行為 

三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為 

五 その他前各号に準ずる行為 

 

（違約金） 

第９条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の１０

 ０分の１０に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 甲が第８条第２項、第３項又は第４項の規定により契約を解除したとき。 



二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５号）の

 規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。 

三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第１５４

 号）の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。 

四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第２２５

 号）の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。 

五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５

 ４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者

 団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占

 禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づ

 く課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定

 した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

六 この契約に関し、乙が独占禁止法第３条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団

 体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は当該事業者

 団体（以下「乙等」という。）に対し、独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排

 除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

七 この契約以外の乙の取引行為に関して、乙が独占禁止法第３条の規定に違反し、又は乙が構成

 事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員

 会が、乙等に対し、納付命令又は排除措置命令を行い、これらの命令が確定した場合において、

 これらの命令に乙等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされ

 た期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され、この契約が、当該期間（これら

 の命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、

 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札

 （見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであると

 き。 

八 この契約に関し、乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４０年法

 律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規定

 する刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期

 間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法（明治２９年法律第８９号）第４０

 ４条で定める法定利率で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超

 える分の損害を損害金として請求することを妨げない。 

 

（損害賠償） 

第 10 条 乙の契約不履行によって、甲が損害を受けたときは、甲は乙に対してその損害を賠償さ

せることができる。 

２ 乙が、この契約を誠実に履行する目的で調達又は製作等に着手後、第８条第１項による解約の

 ため損害を生じたときは、乙は甲の意思表示があった日より 10 日以内に、甲にその損害の賠償

 を請求することができる。 

３ 甲が前項の請求を受けたときは、その確証があるものに限り、適当と認めた金額を賠償するこ

 とができる。但し、乙の同意を得て解除した場合はこの限りでない。 

４ 甲は、第８条第２項、第３項又は第４項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより

 乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

 

（対価の支払） 

第 11 条 乙は、第３条の所有権の移転が行われた後、１か月ごとの数量を取りまとめ、納品数量

に契約単価を乗じて得た合計額の支払いを請求するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 60 日以内に対価を支払わ



なければならない。 

 

（権利義務の譲渡） 

第 12 条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承諾を得た場合

を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保

険法施行令(昭和２５年政令第３５０号)第１条の２に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡

する場合にあっては、この限りでない。 

 

（秘密の保持） 

第 13 条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に洩らし、又は利

用してはならない。  

 

（担保責任） 

第 14 条 甲は、納入現品について納入後１年以内に契約の内容に適合しないものであることを発

見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、他の良品と引換えさせ、あるいは修理させ又

は既に支払った契約金額の一部を返還させることができる。 

 

（紛争又は疑義の解決方法） 

第 15 条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議の

うえ解決するものとする。 

 

 

 この契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有するも

のとする。 

 

 

 

      年  月  日 

 

 

                     甲  茨城県つくば市小野川１６－２ 

                        国立研究開発法人国立環境研究所 

                               理事長 渡辺 知保 

 

 

                     乙   

                         

                         

  



（別紙５） 

 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記事項について、入札書（見積書）

の提出をもって誓約いたします。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、

異議は一切申し立てません。 

また、国立研究開発法人国立環境研究所の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載

のもの（生年月日を含む。）。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及

び生年月日の一覧表）及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認でき

る範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 

 

記 

 

１．次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。 

（１）契約の相手方として不適当な者 

ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場

合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体であ

る場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。）であるとき 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

（２）契約の相手方として不適当な行為をする者 

ア 暴力的な要求行為を行う者 

イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者 

オ その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

２．暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 

 

３．再受任者等（再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当

該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。）が暴力団関係業者であることが判明した

ときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 

 

４．暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受け

たことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の国立研究

開発法人国立環境研究所へ報告を行います。 

 

 

 



（各種規程） 

 

国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則（抄） 

 

    第２章 一般競争契約 

 

（一般競争に参加させることができない者） 

第５条 契約責任者は、特別の事由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者

及び破産者で復権を得ない者を会計規程第３４条第１項の規程による一般競争に参加させること

ができない。 

 

（一般競争に参加させないことができる者） 

第６条 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後２年間一

般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者に

ついても、また同様とする。 

 （１） 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数

量に関して不正の行為をした者 

 （２） 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連

合した者 

 （３） 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

 （４） 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

 （５） 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

 （６） 前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代

理人、支配人その他使用人として使用した者 

２ 契約責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させ

ないことができる。 

 

（予定価格の作成） 

第１３条 契約責任者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等

によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなけ

ればならない。 

  



（参 考）入札参加に当たっての留意事項 

 

１．本調達に関する照会について 

  本調達に関する照会については、必ず書面によるものとする。 

なお、質問回答書は当研究所において直接閲覧できるほか、当研究所ＨＰ上でも閲覧可能であ

る。 

 

２．入札書について 

  入札書については、応札者において適当部数コピーの上、記名、押印（代表者印）し用意する

こと。 

  なお、代理人をもって入札する場合の記名、押印は、必ず委任状で委任される者のものと同一

とする。 

 

３．委任状について 

 １）代理人が応札する場合には必ず委任状を提出すること。 

 ２）本社（代表者等）から直接委任を受ける場合には、別紙２の代理人の委任状を、支社等を経

由して委任を受ける場合には、支社長等への代理人の委任状（別紙２）と支社長等から復代

理人への委任状（別紙３）の両方を用意すること。 

 

４．資格決定通知書の写しを用意すること。 

 

５．郵送による入札を行う場合においても、資格決定通知書の写し等必要書類を提出すること。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



仕 様 書 

 

１．件名 研究用消耗品類⑤実験用小物（単価契約） 

 

２．契約期間 契約締結日から令和４年３月 31 日まで 

 

３．予定数量及び参考規格 

別紙のとおり 

   なお、数量は実績を踏まえた見込みであり、研究の進捗状況等によって変

更する可能性があるため、実際の購入数量に増減が生じた場合でも異議

を申し立てないこと。 

 

４．納品期限及び納品場所 

（1） 納品期限は発注日から最短納期に行うこと。また、運送費用は受注者負担

とし、原則として NIES への直接納品とする。なお、発注は原則として毎日、

総務部会計課（以下「NIES 担当者」という）から行う。 

（2）該当物品がメーカー欠品などの場合、速やかにその旨 NIES 担当者に連絡

し、指示に従うこと。 

（3）納品場所は会計課の検収を受けた後、各研究室とする（詳細は NIES 担当

者の指示に従い納品すること）。 

 

５．その他 

（1） 納品物のうち「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリ

ーン購入法）」第 6 条の規定に基づく、「環境物品等の調達の推進等に関す

る基本方針」に掲げられた特定調達品目については、同方針の「判断の基準」

を満たしていること。また、「配慮事項」についても可能な限り配慮するこ

と。 

（２）製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の

負担低減に配慮されていること。 

（３）納品にあたっては、発注の際、NIES 担当者の明示する内訳のとおりに数

量を区分けし、指定する場所へ納品すること。また、納品書、請求書等の関

係書類は、NIES 担当者の指示に従い、作成・提出すること（支払いについ

ては、発注の都度ではなく、月毎にとりまとめ、翌月以降に一括にて支払う

予定。支払いを含めた事務手続きの詳細については契約後に打ち合わせを

行い決定する。）。 

（４）納品後、契約不適合があることが発見された際には、直ちに良品と交換す

ること。 

（５）納品物の数量及び規格が、発注内容と異なっていた場合は、直ちに発注内

容と同様物を再納品すること。その他、何か不具合等が発生し、対応が必要



な場合には、速やかに NIES に来所し対応すること。 

（６）NIES 担当者から商品についての問い合わせがあった場合には適宜対応す

ること。また、発注済数量について、NIES 担当者から要求があった場合は

とりまとめて報告すること。 

（７）メーカーのキャンペーン等により商品の価格が契約単価金額よりも下回

る期間においては、低い方の価格を適用するとともに NIES 担当者にその旨

連絡すること。 

（８）その他、不明な点等がある場合は、NIES 担当者に照会し、その指示に従

うこと。 



番号 中分類 小分類 品名 品番等 数量

1 ⑤実験用小物 ガラス製品 ガラスインサート 1030-46640　100本　GLサイエンス　0.3ml 10

2 1030-51101 1

3 1030-17211　0.2ｍｌ　 1

4 5183-2088　0.15ml　脚付　100入　 2

5 スプーン・へら・スパーテル ラボランミクロスパーテル 9-891-06　180mm  丸太　 1

6 9-890-03　180mm  1

7 9-891-03　180mm  1

8 スポイト・ピペッター DNAインジェクションピペット　 TPC　TIP-DNA(LIC-OD1)10本入　ナカメディカル 2

9 シリコンピペッター 6-359-02　50ml 2

10 パスツールピペット CS-PAS-93P　230mm綿栓付き　250本×4箱　 15

11 1-9348-22　2ml  4

12 IK-PAS-9P 1000入 2

13 IK-PAS-9P(73-0002)　1000本　IWAKI　 2

14 IK-PAS-5P 1000入 2

15 IK-PAS-9P 200本入　9インチ　 1

16 ビオラモディスポピペット 1-2247-14　10ml  3

17 2-4131-04　10ml  4

18 1-2247-01　1ml  1

19 5ml  2-4131-03 6

20 50ml  1-2247-06　 1

21 ピペットマン P-10 1

22 P-1000 3

23 P-200 1

24 ピペットマンL　P2L FA10001P 5

25 ピペットマンL　P10mLL FA10008 5

26 ピペットマンL　P10L FA10002P 5

27 ピペットマンL　P100L FA10004P 5

28 ホウケイ酸ガラスパスツールピペット Fisher Scientific　13-678-8B　1000本 2

29 ホールディングピペット SHP-70S-30　10本入　 Sunlight Medical 2

30 ホールピペット 73-0335　25ml　ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄﾞ 柴田科学 1

31 SG 0.5ml 020030-05A 5

32 SG 1ml 020030-1A 10

33 SG 2ml 020030-2A 15

34 駒込ピペット サンプラテック　10ML　1193 1

35 1-8576-05　アズワン 10ml 1

36 1-8576-04　アズワン 5ml 1

37 サンプラテック　20ML　1194　 1

38 ピンセット・精密ピンセット MEISTERピンセット 2-8028-20　No.F　F-SA  1

39 ステンレスピンセット 5-5658-01　165mm  2

40 6-531-03　180mm  8

41 ANEX 　No.125 12

42 NO.2 155mm No.2（B.S）5-5658-02 2

43 トラスコ中山　TSP-26 5

44 切手用　TSP-32 100

45 6-531-12　125mm  4

46 3-6681-04　611SA　 2

47 プラスチックピンセット 7-159-01　POM(ポリアセタール)No.1　アズワン　 4

48 先曲りピンセット 91-1306 125mm 5

49 先細無鈎ピンセット直型 直型（ステンレス製） A-5 110mm 3

50 ピンセット　 0-7845-03 5

51 13ステンレス精密ピンセット GS 5-5659-03 5

52 ポリ袋・真空パック グリーンエコポリ袋　 61-3317-22　厚み0.05×45L10枚入透明 2

53 ジップロック イージージッパー　L　32枚入 3

54 ストックバック　L　16枚入 10

55 フリーザーバックS　20枚入 1

56 三商　93-2352　730ml　スクリューロック 25

57 フリーザーパックL　12枚入　ケニス　3-342-060　 6

58 フリーザーバックS　20枚入 10

59 フリーザーパックM　18枚入　ケニス　3-342-061　 4

60 ストックバック　M　16枚入 10

61 イージージッパー　M　30枚入 5

62 イージージッパー　L　20枚入 2

63 ストックバッグL　14枚入 5

64 イージージッパー　L　20枚入 2

65 ストックL 3

66 ストックM 3

67 チャック付ポリエチレン袋 ユニパック　B-4　300枚入 1

68 チャック付ポリ袋 365-238　100×70 100枚 2

69 ニューポリ袋 No.13 100入 1

70 福助工業03No.13紐付100枚/袋 10

71 フリーザーバッグ L10枚入　1-8062-21 2

72 M16枚入　1-8062-22 2

73 ジップロックL10枚入 2

74 ジップロックL30枚入 7

75 ジップロックM16枚入 7

76 ジップロックM45枚入 7

77 ジップロックS 3

78 ジップロックS18枚入 18

79 ジップロックダブルジッパーLサイズ24枚入 12

80 業務用ジップロックＭ120枚入×3箱 1

81 ポリエチレン収集袋 1-9907-06　45L　J5453T　 2

82 半透明　30L 1-9907-01 2

83 ポリエチレン袋 0.03×300×450 2

84 ポリ袋 0.06㎜×200㎜×300㎜50枚入 3

85 20L10枚入透明 2

86 45L透明10枚入 1

87 PP-N20-10 5



番号 中分類 小分類 品名 品番等 数量

88 ユニパック 0.08㎜MARK-8C 1

89 0.08㎜MARK-8D 1

90 0.08㎜MARK-8E 1

91 E-4　200枚入　100×140　0.04㎜　6-633-05 59

92 E-8　200枚入　100×140　0.08㎜　6-633-17 15

93 F-4　100枚入　120×170　0.04㎜　6-633-06 41

94 G-4　100枚入　140×200　0.04㎜　6-633-07 22

95 G-8　100枚入　140×200　0.08㎜　6-633-19 10

96 H-4　100枚入　170×240　0.04㎜ 41

97 I-4　100枚入　200×280　0.04㎜ 26

98 J-8　100枚入　240×340　0.08㎜ 14

99 K-8　100枚入　280×400　0.08㎜　6-633-24 17

100 L-8　100枚入　340×480　0.08㎜ 7

101 A-4　300枚入　50×70　0.04㎜　6-633-01 14

102 B-4　300枚入　60×85　0.04㎜ 9

103 C-4　200枚入　70×100　0.04㎜ 17

104 C-8　200枚入　70×100　0.08㎜ 7

105 A-8 2

106 B-8　200枚入 9

107 D-4　200枚入 32

108 D-8 7

109 F-8　100枚入　6-633-18 11

110 H-8　100枚入　170×240　0.08㎜ 21

111 I-8　100枚入　200×280 0.08㎜ 15

112 J-4　100枚入 27

113 K-4　100枚入 22

114 L-4　100枚入 38

115 MARK-A 1

116 MARK-C　200枚入　6-635-03 13

117 MARK-C　200枚入　70X100㎜　セイニチ　 2

118 MARK-D 3

119 MARK-G　100枚 1

120 SL-4　100枚入　6-633-23 6

121 E-5　8-3330-01　UVカット 1

122 セイニチ　A4チャック下70×袋巾50㎜300枚入 1

123 ユニパックカラー半透明 G-4黄　200×140×0.04㎜ 8

124 ラミジップ AL-10　1-6541-02　50枚入 5

125 AL-12　1-6541-03 3

126 AL-14　1-6541-04 5

127 AL-34L　1-6541-06 3

128 AL-9 1-6541-01 6

129 ハイパック S-21　5-068-22 10

130 S-31　5-068-25 10

131 業務用ポリ袋 A-0045　002-4139　透明45L 4

132 A-0240　240L5枚入　 3

133 業務用ポリ袋　黄色半透明 G-22 　日本サニパック45L 1パック10枚入 25

134 保存用ポリ袋 日本サニパックU-17／M 350×250×0.02 1

135 ポリバッグ規格袋　13号 アズワン　1-8279-13 2

136 ニューポリ袋　03　No.13　紐付 福助工業  100枚/袋 10

137 ラック・スタンド・ホルダー ニューサンプルホルダー 蓋  SF-36型  3-2211-23 24

138 ピペットスタンド エッペンドルフ　1-7393-11　 5

139 ギルソン　回転式 7本掛 5

140 遠沈管ラック 30ml用25本立て#2750 10

141 5ml、15ml用2715 1入 2

142 H1013　1-8535-01 6

143 遠沈管用折りたたみラック 1-3240-01　ブルー 2

144 1-3240-02　ピンク 2

145 遠沈管用発泡ラック 14-3011-5　15ml×50本立　三商 34

146 回転ピペットスタンド-2 3116 000.015　 2

147 ラップ・アルミホイル アルミホイル 厚型25 2

148 三菱30cm×50m 2

149 30㎝×50m　20本入 7

150 6-713-07　厚形50マイホイル業務用30cm x 50m　ASONE 3

151 1-1520-02　250mm×11um×16m　アズワン 3

152 1-1520-03　300mm×13μm×25m　アズワン 8

153 ジャンボ100　6-713-03 1

154 ジャンボ25　6-713-01 5

155 ジャンボ50　6-713-02　300mm×12μm×50m　 30

156 厚形25　6-713-06　アズワン　 10

157 パラフィルム 2” 6-711-02 1

158 4インチ×125フィート 2

159 6-711-01 1

160 ラップ サランラップ15cm×20m　1-8063-03 15

161 サランラップ15cm×50m 1

162 サランラップ22cm×20m 1

163 サランラップ30cm x 20m　 6-718-01 44

164 サランラップ30cm×50m　1-8063-01 40

165 旭化成サランラップレギュラー30cm×20m215-732 1

166 業務用サランラップ30cm×50m 5

167 業務用サランラップW15cm×50m巻1550N 5

168 NEWポリラップ 30×100m 30本入 3

169 三菱ホイル 30cm×50m 15

170 三菱ホイルタフ　業務用 品番70118 規格17um 30cm×50m 12本入 3

171 ワイパー・テープ・ラベル JKワイパー 6-6688-01　150-S  36箱入  3

172 ビニールテープ ヤマト No.200-19-20 19m×20M 赤　 5

173 ビニールテープ ヤマト No.200-19-1 19m×20M 黄　 5

174 ビニールテープ ヤマト No.200-19-5 19m×20M  白 5



番号 中分類 小分類 品名 品番等 数量

175 工具類 7200QTOF用EIフィラメント G7005-60061 2

176 GC/MS QP2010用フィラメント 225-10340-91 3

177 フィラメント G7005-60061 2

178 栓・キャップ オープントップクリンプキャップ 1030-42412　20-ACB　500入 3

179 キャップ KC-2　黒　50入 84-1627 14

180 ゴム栓 0717041209　液状用TFライナー　大　25個入　東京硝子　 2

181 19311404　8A　3入　 1

182 309018　62-9979-19　凍結乾燥用・Bタイプ　大　25個入　 10

183 シリコン栓　 6-336-14　14号 3

184 No.13 1

185 61-9432-52　28号　 3

186 6-336-01　1号　 2

187 6-336-02　2号   2

188 6-336-03　3号   2

189 6-336-04　4号　 5

190 6-336-07　7号　 30

191 6-336-10　10号　 41

192 6-336-13　No.13　 7

193 6-336-17　17号　上径49×下径43×高さ42㎜　 2

194 94-2260　No，30　　上90ｘ下84ｘ高さ45 3

195 6-336-03　3号　 8

196 94-2231　No.1　15×10×25mm 2

197 94-2232　No.2　17×13×25mm 2

198 94-2234　4号　三商　　 5

199 スクリューキャップ 1030-45260（5182-0723） 3

200 5185-5820 1

201 1030-27301　8mm  クロ　100入　  19

202 1030-45274（5183-2077） 12

203 1030-45296（5185-5862） 4

204 1030-51202（5183-4442） 20

205 1030-51218（5185-5823） 5

206 1030-61228 1

207 C5000-55B  National 5

208 1030-45264（5182-0720 ）　セプタム付C5000-54B 35

209 バイアルびん用ゴム栓 VCG-20  1-4884-02 2

210 アルミキャップ　5-112-03　100個 451

211 アルミキャップ　No.20-OFF　100個 5

212 アルミキャップ　5-112-03　No2～8用　 100

213 スタンダード　1306-03　No.20-S 655

214 スタンダード　5-112-01 100

215 スタンダード　5-112-01　No2～8用　 450

216 1306-07　凍結乾燥用 No.2～8用 1,250

217 バイアルびん用ブチルゴム栓 №20-S 50個入 マルエム 7

218 ラボランシリコン栓 6-336-19　19号　 10

219 ラボラン赤ゴム栓 9-861-03　11個　アズワン　 3

220 液状用ゴム栓 ブチルゴム　大　25入　 309002 6

221 極小シリコン栓 1-9662-02　S-8　10入  1

222 穴付きシリコン栓 1-7650-01　8号　 4

223 1-7650-03　10号　 2

224 赤ゴム栓 No.24 9

225 94-0678　三商　　 3

226 61-9432-61　24号　アズワン　 4

227 凍結ゴム栓 №20-T 50個入 マルエム 69

228 凍結乾燥用ゴム栓 ブチルB（大）　NEG84-1972-3　25個 5

229 309014　(ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ栓) 特大 25個入  日電理化 1


